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お客様との信頼関係を深め、社員ひとりひとりが、ジグソーパズルの不可欠なピースのよ
うにしっかりと繋がり合い中山会計を創っていく こんな思いをこめて“piece up”

おかげさまでpiece upを発行して10年目に入ります。
このpiece upを通じてもっと私たちを知って頂き、お客様の身近な存在であることをお
伝えいたします。情報発信、活動報告、これらを“piece up”に載せて・・・

3月号

～繋ぎ合ってゆく～

←「なっかちゃ
んネル」
YouTube
QRコード

ぜひ
ご視聴ください！

オンライン経営塾 ～第３期～ 開催します！！

オンライン経営塾 講義テーマ（全９回）

第１講 経営とは何か？

第２講 経営理念と長期ビジョン

第３講 自社の強みを活かす事業戦略

第４講 機能戦略と目標管理方法

第５講 経営数値の見方①

第６講 経営数値の見方②

第７講 戦略的会議・個人面談等によるPDCA

第８講 人材教育の方法～自立型人材の育成～

第９講 中期経営計画

講義を通して、理解している

ようで理解できていないこと

が沢山あると感じました。 ひ

とつずつ、現状の「分かって

いるつもり」でいることを確

認して理解に繋げることは課

題にしていきたいと思います。

一つ一つの案件のリードタイム

を短くすることで変動費が下が

り、キャッシュフローがよくな

るということに気づかされまし

た。 売り上げを上げる、経費を

削減するという以外の改善策を

発見できたのは収穫でした。

【第２期参加者のご感想①】

第２期も大変好評でしたので、第３期を開催するこ

とといたしました！

開催時期は５月のゴールデンウィーク明けを予定し

ています。詳細日程と正式なご案内は３月末にご案

内させていただきます。

今回は前回から

さらにバージョンアップして、

より実践的な内容で

一緒に学んでいきます。

正式なご案内まで、

こちらのQRコードをご覧に

なってご検討くださいませ！

※経営塾ご案内動画です。

こちらで講座の概要をご確認ください。

なお、第３期の日程は別途ご案内します。

【第２期参加者のご感想②】

確定申告時期の応接室、est.使用のご案内

確定申告期は、応接室が大変込み合います。 est.(駅西店）にも職員が在駐しております。
よろしければ、ぜひご利用ください。

住所：金沢市広岡3丁目1-25 ysビル1F
駐車場：NPC24金沢駅西口パーキング（駐車券をお渡しさせて
いただきます。



ぜひ
ご視聴ください！

なっかちゃん応援プロジェクト

「相続の不安、ここで解決。」 初回相談はお気軽にどうぞ 相続に関してのHPはこちら

なっかちゃん応援プロジェクト ～ 鶏とまつば様 ～

お客様をご紹介する「なっかちゃん応援プロジェクト」！今回は、
2025年11月に七尾市一本杉通りで移転オープンした「鶏とまつば」様
をご紹介します！

おまかせコースで提供される焼き鳥は、全国から厳選した銘柄鶏を店
主が備長炭で丁寧に焼き上げて提供してくれます。特に、クリーミー
で臭みのない「レバー」や、ぷりぷり食感で旨味の強い「こころ（心
臓）」は絶品です！

お昼はランチやカフェの営業もあります！ぜひお立ち寄りください！

「鶏とまつば」七尾市一本杉町4-2階（ ：0767-88-9013）

中山会計の委員会紹介！
（左）「文化創造委員会」・（右）「型作り委員会」

【 文化創造委員会 】
中山会計のルールやマナー等を次の世代に
承継する取り組みを行ったり、働きやすい
職場環境を整えたりする委員会です。一年
間宜しくお願い致します。

【 型作り委員会 】
日々の業務の中で「これ、どうやるんだっ
け？」を減らすために、“型”を整えることが
この委員会の役割です。経験に頼らず、誰で
も同じように動ける仕組みを作っていきます。
よろしくお願いいたします。

★要チェック★「石川県 賃上げに向けた収益力強化補助金」

2/20（金）に、石川県の独自の補
助金「賃上げに向けた収益力強化補
助金」が発表されました。

この補助金では、右表「要件」に記
載の賃上げを実施した石川県内の事
業者に、最大600万円の補助金が交
付されます。

補助対象経費は、建物改装、設備購
入、宣伝広告、人材育成など幅広く、
生産性向上または収益力強化に資す
るものが対象になります。
ご興味のある方は、ぜひ当社担当者
までお声がけくださいませ

対象者 石川県内に本社など事業所を有する事業者

要件

★最重要★

一人当たり平均給料について、以下いずれ
かの賃上げを実施すること。
①R8.1.1~R8.9.30に、R7.12月支給分給
与と比較して4%以上増加させること。
②R7.1.1~R8.9.30に、R6.12月支給分給
与と比較して8%以上増加させること。

補助率 中小企業者2/3、小規模事業者3/4

補助金額 上限600万円、下限30万円

公募期間 R8.2.20（金）～ R8.4.30（木）
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